




（2）解職・解任の手続き等

・代表取締役社長

当社の代表取締役社長の職務執行に不正又は重大な法令もしくはコンプライアンス違反等があった場合においては、役員指名検討委員会にお
ける審議を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役社長を解職することとしております。

・業務執行取締役及び執行役員

当社の業務執行取締役及び執行役員の職務執行に不正又は重大な法令もしくはコンプライアンス違反等があった場合においては、役員指名検
討委員会における審議を踏まえ、取締役会の決議により業務執行取締役の解職及び執行役員の解任を行うこととしております。

5）個々の選任・指名についての説明

（1）社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由

本報告書の「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーバ湎�����他のコーバ













1．監査役と会計監査人の連携　（1）監査役会は、会計監査人と定期的に会合を行っております。（2）監査役会は、会計監査人の監査晉�が十分確保できるよう会計監査人の監査日程を確認しております。（3）監査役会は、会計監査人が与������挄�̂鑲
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報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の���







補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定








